
第１０５号議案 

   足立区身体障害者大谷田ホーム条例等の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成１８年９月２１日 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 

 

   足立区身体障害者大谷田ホーム条例等の一部を改正する条例 

 （足立区身体障害者大谷田ホーム条例の一部改正） 

第１条 足立区身体障害者大谷田ホーム条例（平成１３年足立区条例第

６３号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号。以下「法」

という。）第５条」を「障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）

第５条第２２項」に、「身体障害者福祉ホーム」を「福祉ホーム」に改

める。 

  第５条第１号中「法」を「身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２

８３号）」に改める。 

 （足立区知的障害者援護施設条例の一部改正） 

第２条 足立区知的障害者援護施設条例（平成１４年足立区条例第４７

号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号。以

下「法」という。）」を「障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３

号。以下「自立支援法」という。）附則第５８条第２項の規定により

障害者支援施設とみなされる同条第１項の規定によりなお従前の例に

より運営をすることができることとされた自立支援法附則第５２条の

規定による改正前の知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）」

に改める。 

  第７条第１号を次のように改める。 

  （１） 自立支援法附則第２１条第１項に規定する介護給付費の支



給決定を受けた者 

  第７条第３号中「法」を「知的障害者福祉法」に改める。 

  第９条第１項第１号を次のように改める。 

  （１） 自立支援法附則第２１条第２項の規定により厚生労働大臣

が定める基準により算定した費用の額 

 （足立区障害福祉センター条例の一部改正） 

第３条 足立区障害福祉センター条例（平成１４年足立区条例第４８号）

の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項第２号を次のように改める。 

  （２） 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号。以下「自

立支援法」という。）第５条第１３項に規定する自立訓練に

必要な施設 

  第３条第１項第３号中「身体障害者福祉法第４条の２第１項」を「自

立支援法第５条第１７項」に改め、同項第４号中「知的障害者福祉法

（昭和３５年法律第３７号）」を「自立支援法附則第５８条第２項の規

定により障害者支援施設とみなされる同条第１項の規定によりなお従

前の例により運営をすることができることとされた自立支援法附則第

５２条の規定による改正前の知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３

７号）」に改め、同項第５号中「第７条」を「第７条第１項」に改め

る。 

  第４条第２号を次のように改める。 

  （２） 前条第１項第２号の施設における身体障害者に対する通所

による自立訓練（機能訓練に係るものをいう。）及び指導助言

に関すること。 

  第４条第４号中「生活適応訓練及び」を「生活適応訓練並びに」に

改め、同条第８号を同条第９号とし、同条第５号から同条第８号まで

を１号ずつ繰り下げ、同条第４号の次に次の１号を加える。 

  （５） 前条第１項第４号の知的障害者授産施設における通所によ



る身体障害者の生活適応訓練並びに就労能力の向上を図るた

めの訓練及び指導に関すること。 

  第６条第１項第１号アを次のように改める。 

     ア 自立支援法第２９条第１項に規定する訓練等給付費の支

給決定を受けた者 

  第６条第１項第１号ウ中「第４条第６号」を「第４条第７号」に改

め、同項第２号アを次のように改める。 

     ア 自立支援法附則第２１条第１項に規定する介護給付費の

支給決定を受けた者 

  第６条第１項第３号を次のように改め、同条第２項を削る。 

  （３） 第３条第１項第５号に規定する施設 

     ア 児童福祉法第２４条の３第６項に規定する施設給付決定

保護者 

     イ 児童福祉法第２７条第１項第３号の規定による措置を受

けた者 

  第７条第１項中「前条第１項」を「前条」に、「第３号」を「第３号

イ」に改める。 

  第８条第１項各号列記以外の部分中「第６条第１項」を「第６条」

に、「第３号」を「第３号イ」に改め、同項第２号中「第４条第４号」

を「第４条第４号及び第５号」に、「知的障害者福祉法第１５条の１１

第２項第１号の規定により厚生労働大臣が定める基準を下回らない範

囲内において区長が定める基準により算定した額」を「自立支援法附

則第２１条第２項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定

した費用の額」に改め、同項第３号を次のように改める。 

  （３） 第４条第６号に規定する事業 児童福祉法第２４条の２第

２項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費

用の額 

 （足立区身体障害者更生援護施設条例の一部改正） 



第４条 足立区身体障害者更生援護施設条例（平成１４年足立区条例第

４９号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号。以下「法」

という。）」を「障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号。以

下「自立支援法」という。）附則第４１条第２項の規定により障害者

支援施設とみなされる同条第１項の規定によりなお従前の例により運

営をすることができることとされた自立支援法附則第３５条の規定に

よる改正前の身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）」に、

「身体障害者福祉センター」を「自立支援法第５条第２１項に規定す

る地域活動支援センター」に改める。 

  第５条第２号を次のように改める。 

  （２） 自立支援法第７７条に規定する地域生活支援事業に関する 

こと。 

  第７条第１号アを次のように改める。 

     ア 自立支援法附則第２１条第１項に規定する介護給付費の 

支給決定を受けた者 

  第７条第１号ウ中「法第１８条第３項」を「身体障害者福祉法第１

８条第２項」に改め、同条第２号を次のように改める。 

  （２） 地域活動支援センター 区内に居住する者で次のいずれか

に該当するもの 

     ア 身体障害者福祉法第１５条の規定により身体障害者手帳

の交付を受けた者 

     イ 知的障害者 

  第８条第１項中「前条第１項第１号ウ及び第２号イ」を「前条第１

号ウ」に改める。 

  第９条第１項各号列記以外の部分中「第７条第１号ウ及び第２号イ」

を「第７条第１号ウ」に改め、同項第１号中「法第１７条の１０第２

項第１号の規定により厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内



において区長が定める基準により算定した額」を「自立支援法附則第

２１条第２項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した

費用の額」に改め、同項第２号中「自立支援法第２９条第３項に規定

する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」を「区長の

承認を得て指定管理者が定める額」に改める。 

  別表中「身体障害者福祉センター」を「地域活動支援センター」に

改める。 

 （足立区知的障害者大谷田グループホーム条例の一部改正） 

第５条 足立区知的障害者大谷田グループホーム条例（平成１６年足立

区条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「第５条第１６項に規定する」を「第５条第１０項に規定

する共同生活介護及び同条第１６項に規定する」に改める。 

  第６条第２号中「第１５条の３２第１項」を「第１５条の４」に改

める。 

   付  則  

 この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 障害者自立支援法の施行に伴い、規定を整備する必要があるので、こ

の条例案を提出いたします。 


